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自然災害や事業経営面のリスクが，鉄道事業の運営に支障をきたすような事例が，全国的に数多くみら

れるようになっている．昨今の自然災害や，事業者の経営リスクがそういった問題に拍車をかけている．

本研究では，九州における事例等を中心にこれらの問題をサーベイするとともに，筆者の研究の解釈も交

えこの問題を考察した．筆者の考察から，仮に上下分離などの経営救済策を講じても可変費用すら効率化

できないため事業継続に困難をきたす事業者が一定程度見られ，災害後復旧費用の負担軽減を制度上過度

に行うことは，既に存在する経営リスクの改善につながらない可能性があり，鉄道としての継続を行う路

線の継続可否の判断を災害時の経営リスクの面からも考えて判断する必要性を示唆した． 
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1. はじめに 

 

少子高齢化や人口減少にともない，鉄道事業の経営は

厳しさを増している．2000 年には鉄道事業においても

需給調整規制が撤廃されて退出の自由も認められること

になったが，退出の自由による退出というよりは，長年

の経営難が蓄積して事業継続が困難になり，路線廃止を

行う地方鉄道事業者が見られるようになった．さらには，

JR 線でも，経営の厳しい JR 北海道や JR 西日本管内で

不採算路線の整理が進められてきた． 

一方，規制制度や経営面での撤退リスクのみならず，

大規模な自然災害によって復旧費用がリスクとなり撤退

という選択肢を採らざるを得なくなった事例もみられて

いる．2 章で述べる事例でも，宮崎県の高千穂鉄道，鹿

児島県の鹿児島交通が，自然災害によって撤退している．

また，JR九州や JR北海道では，自然災害による被災区

間の復旧費用が甚大で今後利用者数等を勘案しても回収

できる見込みが厳しいことから，復旧について協議を行

わざるを得ない区間・路線も出ている．2016年 4月に起

こった熊本震災の影響を受けた南阿蘇鉄道，2011年 3月

に起こった東日本大震災の影響を受けた三陸鉄道・JR

山田線（一部区間）のように，地域公共交通活性化・再

生法（以下活性化再生法）のスキームで特例的に復旧費

用を確保するケースもあるが，このスキームが永続的に

担保される保証は財政面からも厳しいと考える． 

九州では，この 2年（2016・17年）で大規模地震と豪

雨による大規模な鉄道施設被害を経験しており，筆者の

属する大分県では，2017年の 9月末から約 3か月，大分

と他県を結ぶ鉄路が日豊本線の北九州方向（小倉―大分

間）のみとなり，大規模な迂回，高速バスでの代行など

を余儀なくされた．熊本地震の影響を受けた阿蘇経由熊

本方向は，いまだ鉄路の復旧の見込みが立たないため，

特急バス 8往復が唯一の直通手段であるものの，本来通

行する基幹道路網の国道が被災しており，応急復旧され

た県道で迂回することから大幅な時間増になっており，

流動に支障をきたしている現状は変わらない．観光地日

田・湯布院を沿線に有する久大本線も，2018年 7月まで

は福岡からの最短距離での鉄路ルートが断たれており，

集客力を持つ特急「ゆふいんの森」号が倍以上に時間を

かけて迂回を余儀なくされ，利用率の低迷や観光客の集

客に影響しているほか，実質代行ルートとなる高速バス

は観光客で満席の状態が続き地元住民の利用に影響して

いる現状にある． 

災害と交通の問題については，既に既往研究も多数あ

るが，技術的な面からの研究が大勢を占めており，経営

リスクなどの観点にも踏み込んだ例は多くはない．直近

のものでは，リスクマネジメントの問題を扱った野澤 1)

および同研究記載の先行研究，リスクファイナンスの観

点から自然災害による破産確率を算出した大堀・森地 2)

などが存在する．また，個別の事例検証では，包括的に
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整理した公益財団法人鉄道総合研究所 3)や，筆者も一部

協力した日本都市計画学会九州支部の調査報告に所収さ

れている辰巳・吉城・溝上 4)，南阿蘇鉄道の問題につい

て制度面も含め扱った魚住 5)などがある． 

本研究では，これらの研究を踏まえつつ，九州におけ

る自然災害の事例も踏まえ，筆者が行った地方鉄道の経

営に関する研究（大井 6)，大井 7)）の分析結果を再解釈，

再計算することで，地方鉄道の経営リスクや望ましい経

営形態について把握する．その上で，そのような経営リ

スクがある企業について，自然災害時にどのような影響

が起きると考えられるかを，制度面の整理・考察も含め

論じ，鉄道事業の経営形態のあり方について試案を提示

するものである． 

 

 

2. 九州における近年の鉄道網の被災事例につい   

て 

 

まず，九州における鉄道網の近年の被災事例について

整理を行い，その概要および復旧までの経緯について簡

単に振り返ることにしたい． 

 

(1) JR九州の災害事例（熊本地震関連以外） 

JR 九州内で自然災害による被害の回数が多いのが，

熊本と大分を結ぶ豊肥本線である．過去 30 年程度の歴

史をさかのぼれば，以下のような事例がある． 

 

（被災時） （原因） （不通区間） （再開時期） 

1990年 7月 集中豪雨  緒方‐宮地   91年 10月 

1993年 9月 台風 13号 三重町 - 豊後清川 94年 5月

2004年 9月 土砂崩壊 三重町 - 豊後清川 04年 12月

2012年 7月 北部豪雨 緒方 - 肥後大津   13年 8月 

2017年 9月 台風 18号 阿蘇 - 中判田   17年 10月 

 

被災区間を確認すると，同一の箇所が複数回被災してい

る現状があり，その度に長期間の運休と代行輸送，復旧

費用の負担を余儀なくされている．1990 年・2012 年の

豪雨災害では復旧に 1年を要しており，しかも豊肥本線

内で最も輸送密度の低い（2016年現在で 154，1987年度

で 1028）区間であったことから，復旧に関しては議論

があった．ただ，2012 年の九州北部豪雨被害では，こ

の区間が JR 九州のフラッグシップである「ななつ星」

の走行予定区間であったことから，当初予定よりも短期

間での復旧を行っている． 

そのほか，1993年 8月の日豊本線鹿児島市竜ヶ水駅付

近の豪雨による土石流発生，2015年 8月の台風 15号に

よる肥薩線（人吉―八代間）の被災，といった，主に雨

や台風による被災が見られる． 

直近の被災事例としては，2017年 8月の北部九州豪雨

により，久大本線の日田―光岡間の橋梁が流出したほか，

日田彦山線は夜明－添田間で複数個所が被災した．久大

本線については当初河川工事との関係で 3年を要すると

されていたが，関係各所の調整により約 2018 年 7 月に

復旧することが決定した．しかし，日田彦山線の被災区

間は並行道路も被災していたため代行輸送の確保にも 1

か月近く要しており，輸送密度が 200人台と極めて流動

の低い区間で，JR 九州の見解では自社単独での復旧は

困難であることを示し，現在地元と協議中である． 

また，2017年 9月には先述の台風 18号により，日豊

本線の臼杵―佐伯で複数個所の大規模な被災となった．

貸切バスのピーク期にかかることから代行輸送の手配や

維持も難儀したが，代行輸送を確保したうえで復旧工事

を行い，同年 12月に復旧が完了した． 

 

(2) 地方鉄道事業者の災害事例 

(1)と同様，第三セクターや民営事業者でも，大雨・

台風等による被災事例が多くみられる． 

福岡県の甘木鉄道では，2006年 7月の大雨で鉄橋の橋

脚が被害を受け 5か月間運休を余儀なくされている．ま

た，同県の平成筑豊鉄道では，2010 年 7 月と 2014年 7

月に大雨による被害を受け，いずれも復旧までに 2か月

を要する事態となっている． 

宮崎県の高千穂鉄道では 2005年 9月の台風 14号によ

り複数個所で壊滅的な被害を受け，補助や保険をもって

も 26億と言われる復旧費用の 3分の 1近くが賄えない

現状から復旧を断念して廃線となった（バス転換）． 

長崎県の島原鉄道は，1950 年代後半に豪雨による被

災で 2か月ほどの運休を余儀なくされた期間があったが，

大きな自然災害と言えば 1991 年 6 月の雲仙普賢岳噴火

による影響であった．この噴火で，通称南線と呼ばれる

島原以南の区間で土石流・火砕流による路盤流出の被害

を受け，同年 12月に一度復旧したものの，翌 1992年 3

月・4 月・8 月とふたたび被災し，被災と復旧を繰り返

していた．しかし 1993年 4月以降 7月まで断続的に土

石流の被災を受けたため，現状復旧ではなく高架で該当

区間をオーバークロスすることになり，通常の鉄道事業

の復旧スキームではなく（旧）建設省の導流提建設に合

わせて工事を 1995年から 1997年にかけて行い復旧した．

ただ，その後は人口減少による利用者減少などが影響し，

2008 年に被災区間を含む島原外港以南の区間が廃止さ

れたほか，経営難から 2018 年には長崎バスの支援によ

り経営再建を行うこととなった． 

なお，過去においては 1983 年に鹿児島県の鹿児島交

通（枕崎－伊集院ほか）が，豪雨による被災で復旧を断

念し廃線した事例がある（バス転換）． 
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(3) 熊本地震による災害 

2016年 4月の熊本地震では，鉄道網にも大きな被害を

もたらした． 

JR 九州では，豊肥本線の立野駅（熊本県南阿蘇村）

周辺でで大規模な土砂崩れが起き，並走する国道 57 号

もろとも線路が流出したほか，赤水駅付近では列車が脱

線するなどの被害が出ている．なお，道路も含めて復旧

のめどが立っていなかったが，不通区間の肥後大津（熊

本県大津町）－立野間は被災の程度が小さかったため，

先行して復旧が進められることになった． 

また，九州新幹線熊本駅周辺では回送列車が脱線する

るとともに，周辺での防音壁落下，高架橋の損壊等の被

害が複数個所起きた．所要の応急措置等を行い，4 月末

から段階的に運行を再開している． 

地方鉄道会社では，南阿蘇鉄道の被災が最も大きかっ

た．起点の立野駅が先述の通り被災しているほか，途中

の橋梁や路盤なども大きく被災しており，中松－高森間

は 2016 年 7 月に運行を再開したが，他の交通機関との

接続がないうえ立野・大津・熊本方面の道路復旧が遅れ

たこともあり日常輸送としては機能しないことから，観

光客向けの日中運行に限られている．沿線自治体では活

性化再生法に基づき地域公共交通網形成計画を策定した

上で，先に東日本大震災で被災した三陸鉄道同様の鉄道

事業再構築事業のスキームを適用し，2018年 3月から復

旧工事が進められている． 

なお，このほかにも熊本電気鉄道・熊本市交通局の

路線でも一部被害を受けているが，4 月末までには復旧

している．詳細については辰巳・吉城・溝上 4)の整理が

詳しいのでそちらに譲る． 

 

 

3. 災害復旧に関する制度の考察 

 

 ここでは，現状利用可能な鉄道の災害復旧に関係する

制度について概観する． 

 

(1) インフラ面での補助制度 

鉄道の安全確保という観点からは，鉄道施設総合安全

対策事業費補助（鉄道軌道安全輸送設備等整備事業），

地域公共交通確保維持改善事業費補助金（鉄道軌道安全

輸送設備等整備事業）が存在している．これらは，安全

な鉄道輸送を確保するために地域鉄道事業者が行う安全

性の向上に資する設備の更新等を支援するもので，レー

ル，マクラギ，落石等防止設備，ＡＴＳ，列車無線設備，

防風設備，橋りょう，トンネル，車両（車両のみ地域公

共交通確保維持改善事業費補助金（鉄道軌道安全輸送設

備等整備事業）での補助対象） 等を対象に支援するも

ので，国からの補助率は 3分の 1が一般的である． 

 災害時においては，鉄道軌道整備法の 8 条で，当該

事業者の資力のみでは災害復旧事業を行うことが困難な

場合，一定の条件（たとえば復旧費用が前年度の運輸収

入の 10%を超える場合，営業損益又は経常損益を一定期

間計上してる場合，など）の下で費用の一部を補助して

いる．ただ，全額を補てんするものではなく，同法施行

令 2条で概ね 25%以内と定められている．自治体の負担

率は国の補助率に応じて同率となる（つまり国が 20％

であれば自治体も 20％までとなる）ため，残額は事業

者の負担となる． 

ただ，このスキームでは地方鉄道を抱える自治体にと

っては負担が大きいことから，特例措置が取られた． 

一つは上下分離を行って鉄道施設を自治体が保有して

いる場合である．これは 2013 年に信楽高原鉄道（滋賀

県）の台風被災時における復旧に際し，鉄道軌道整備法

の 8条の適用を当時インフラ保有者の甲賀市に認めると

ともに，市が負担する全額を総務省の告示する地方債充

当率に基づいた災害復旧事業債（地方債）の発行で賄う

ことができるようにして，全額公費負担での復旧を実現

している． 

もう一つは，三陸鉄道の復旧事例である．これも鉄道

軌道整備法 8条のスキームに乗りつつ，施設を自治体が

所有することを前提として，国の補助率を 25％から

50％に引き上げるとともに，自治体負担分の 50％を震

災復興特別交付税で措置して全額公費負担（事業者負担

なし）としている．魚住 5)はこのスキームについて，

「公的に管理されるものは公的に復旧するという道路復

旧と同様のロジックの存在を読むことができる」と指摘

している．実際，南阿蘇鉄道の復旧のスキームは三陸鉄

道を参考にしたものとなっており，後述の再構築事業の

適用による上下分離を実施し，事業者負担も自治体負担

も抑制したスキームでの復旧実施に繋がっている． 

 

(2) 鉄道再構築事業 

鉄道事業再構築事業（以下再構築事業）とは，継続が

困難又は困難となるおそれのある旅客鉄道事業を対象と

して，地方公共団体等と鉄道事業者が共同で再構築事業

の計画を作成し，実施するものである．計画の内容とし

ては，経営の改善，地方公共団体等の支援に加え，事業

構造の変更も含めたものであり，事業構造の変更の例と

しては上下分離が挙げられる．その目的は当該路線にお

ける輸送の維持に置かれている． 

この事業は活性化再生法に基づくものであり，国 土 

交 通 大 臣 による 再構築事業 計 画 の 認 定を受けると，

特例措置として以下の措置が受けられる． 

 

① 鉄道事業法の許可等を受けなければならないもの 

等について，計画の認定により一括で許可等を受
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け たものとみなす等の特例 

 ② 現行の鉄道事業法では実施できない「公有民

営」 方式の上下分離（地方公共団体が鉄道線路を

保有し運行事業 者に無償で使用させるもの． この

場合は計画認定の審査に際して経営上の適切性 の

審査を要しない）について，同法における事業 許

可基準のうち事業採算性に係るものを適用しない 

ことにより，その実施を可能とする特例 

 

また，支援措置として，鉄道設備整備に対する「鉄道軌

道安全輸送設備等整備事業」の予算（補助率かさ上げ

等），税制特例を含む総合的なパッケージにより重点的

に支援することになっている． 

 なお，近年同事業を適用している地域については当該

地域で地域公共交通網形成計画（以下網計画）を策定す

るとともに再構築事業計画を策定している．南阿蘇鉄道

も沿線自治体の共同体で法定協議会を設立したうえで網

計画も策定して，再構築事業の認定を受けている． 

 

 

4. 地方鉄道事業における経営面の考察―地方鉄

道事業者の事例より 

 

ここでは，筆者の過去の研究 6) 7)において行った，地

方鉄道事業者の経営効率性に関する研究結果の考察から，

地方鉄道事業の経営面における特徴を整理する（なお，

最新のデータによる再分析を行っている途上のため，当

日までに分析が間に合えば発表会当日に結果を報告する

ことを予定している）． 

 

(1) 鉄道事業における費用分析の概要 

筆者の研究 6) 7)では，1985 年から 2005 年［2008 年に

大井 8)として発表した際 2005年を追加］までの 5年ごと

の地方鉄道事業者のデータを用いて（2000 年で基準化

してタイムトレンドを入れたクロスセクションデータを

構築），トランスログ型の費用関数を構築し，各要素の

影響と同時に，企業の所有形態と費用効率性の関係を分

析した． 

対象は国土交通省鉄道局刊行の『鉄道統計年報』掲載

の「地方鉄道」区分の事業者から，東名阪三大都市圏お

よび政令指定都市内で完結する事業者（路線）と，輸送

技術の異なる事業者（モノレール，ロープウェイ等），

定期輸送客のいない事業者を除外したものとした．この

うち，第三セクター鉄道等協議会から得られた情報を基

に，地方鉄道事業者を公共の出資比率 25％超の企業を

第三セクターと扱い，それ以外を民営事業者として扱っ

て分析した． 

所有形態については，公開データで時系列の全ての所

有者の実態（株主名，所有比率）が得られなかったため，

所有形態を表すダミー変数を導入した（第三セクターを

１とする）．なお，第三セクターについては第三セクタ

ー鉄道等協議会から得られた 2000 年現在の全出資者の

出資比率データがあったため，その数字に置き換えた分

析も並行して行った．分析に使ったモデル等の詳細は拙

稿 6) 7)に譲る． 

 

(2) 経営形態と経営効率性の関係 

経営形態についてのダミー変数の結果から，第三セク

ターを表すダミー変数の係数は符号が負になったものの

10%水準でも有意にならなかった．このことから，第三

セクターの経営効率性が民営事業者に比べて必ずしも劣

る（あるいは優れている）とは言えないという結果が導

かれる．この結果は，財政学等の分野で第三セクター法

人を分析した研究とは逆の結果が得られている．念のた

め，第三セクターの出資状況から，第三セクター企業の

態様で公共側主導と民間側主導に差があるかを分析した

ところ，公共側主導か民間側主導かでは公共側主導の方

が負で有意な結果を得ている．参考までに自治体出資比

率を都道府県と市町村に分割して分析したもの，出資比

率ではなく出資者数（都道府県及び市町村）に置き換え

たものでも分析を行ったが，出資比率については市町村

の方が負で有意，出資者数については都道府県の係数が

が負で有意（市町村は有意ではない）となった． 

もっとも，費用の詳細を確認すると，たとえば人件費

水準は第三セクターの方が民営事業者よりも 2割程度低

く，出向者の採用や委託などで（計上される）人件費を

抑えている傾向もみられる．ただ，これらの条件をコン

トロールしたものの，民営事業者と第三セクターの経営

効率性には（推定上）大きな差がみられなかった．民営

鉄道事業者の中には期間中に撤退しているものも見られ

ており，それより輸送量などで小規模な第三セとクター

でも存続している事例が少なくないことから，単なる自

治体のサポートだけが経営の持続可能性を左右している

とも言いがたく，第三セクターの効率性追求が民営に比

べて劣っているとは必ずしも言えない状況にある． 

これらの結果をまとめると，出資比率においては市町

村の比率が高い方が効率性には有利であり，出資者数に

ついては都道府県数が多い方が（つまりいくつかの県に

またがっている方が）有利，そして公共側主導の方が有

利である，という結果となる． 

この解釈であるが，出資者数の都道府県については，

偶然複数県にまたがっている第三セクターに地域間幹線

を担う特急列車を輸送の中心とする事業者が多かったこ

とが影響していること（たとえば智頭急行は 3県），ま

た沿線市町村の財政基盤等が弱く県の財政力で担保して

たまたまよい経営成績になっていると解釈した方が実態
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からして適切ではないかと考える．市町村については，

数が多くなると意思決定や利害調整が困難になり効率性

を下げる面がある一方，出資比率すなわち金額の面では

財政に影響が大きいため，市町村主導にになると効率化

のインセンティブが働き，経営効率性の向上につながる

効果が期待できると考える． 

 

(3) 固定資産部分の影響 

ここで，本稿の主たる目的に立ち返り，災害が起きた

場合などに経営面での影響がないかについて考えるため，

鉄道事業の固定費の部分を考慮して経営面の考察を行う． 

本稿の分析では，短期可変費用関数，つまり主に変動

費の部分の考察を行っている（固定資本部分は経済学的

には短期では変動できないため固定とみなして導入す

る）．本来であれば固定費も変動するものとして長期の

総費用関数の分析と考察を行うべきであるが，鉄道事業

の総費用関数（長期費用関数）は先行研究においても直

接分析することは問題があるとされており（たとえば大

井 7)の pp.200-202参照），行っているものでも短期可変

費用関数から導出するなどの手法が採られている（たと

えばMizutani 
9)）． 

ところで，近年地方鉄道の経営が困難な状況に鑑み，

コストを要する固定資本部分を運行事業者の管理から分

離して，鉄道事業者は運行部分に徹することで経営の持

続可能性と財務上の持続可能性を図る，いわゆる上下分

離と言われる手法が導入される例が多々みられるように

なった．この手法が広まった背景として，地域公共交通

活性化再生法の改正によって地方鉄道の再構築事業とし

て認められるようになったことがある．そして，東日本

大震災や熊本地震など大規模震災で被災した地方鉄道事

業者の復旧復興を支えるべく，国の負担比率を拡大する

特例が適用される事例も見られるようになった． 

仮に災害からの復旧復興に上下分離を適用するとなれ

ば，大きな問題は「下」を保有する自治体が鉄道廃止ま

で永続的に資産に関する負担を行わなければならないこ

とが挙げられる．そして，仮にその問題がクリアできた

としても，「上」の部分が経営効率化できていないので

あれば，鉄道事業者としての継続が厳しいと考えられる．

一般に「上」の部分の費用は多くが人件費や動力費など

の可変費用と考えられるため，現時点で可変費レベルで

の効率化が図れているかが，上下分離に引き継いだとし

ても持続可能になりうるかの一つの判断基準になると考

える． 

そこで本研究では，①地方鉄道自体の費用最小化がき

ちんと行われているのか，と，②理論上（ここではモデ

ルの推定結果から導かれた計算上）の費用と現実の費用

の差異から効率化が図れているか，の 2点について検証

を行った． 

①については，モデルから得られた推定結果のパラメ

ーター値を用いて，凹性の検定を行った．トランスログ

型の費用関数では企業が利潤最大化（費用最小化）を行

うことが前提になっており，それが充足できているかを

各サンプルで確認するための検定である．結果として，

平均値近傍では満たしているほか，全サンプルの約 67%

で充足できていた．日本の民営鉄道（大手も含む）を扱

ったMizutani
9)では約 73%とほぼ近い値であり，つまり地

方鉄道事業者の約 3割は費用最小化が行えていないこと

を示唆している． 

また②については，理論上の費用を現実の費用で除し

たものを「費用効率性（CE）」とおき，各サンプルご

とに計算した．1 より大きければ理論値よりも効率的な

運営が出来ていると判断できるため，これを満たしてい

る事業者比率（サンプルに占める比率）を計算するとと

もに，運営形態ごとの CEの平均値を取り，差の検定を

おこなった．結果として，第三セクターでは約 60%，民

営事業者では約 48%の事業者が CE値 1以上であったが，

CE の平均値は民営と第三セクターの間に有意な差は見

られなかった．このことから，必ずしも CEが運営形態

に左右されるとは限らないものの，現実的には約 40～

50％の事業者が理想的な状態からやや悪い状態での経営

を行っているという結果が得られた． 

本稿の分析時点では，上下分離や新幹線の並行在来線

が存在していない状態で分析していることから，地方鉄

道事業者の実態をある程度均等な条件で分析できている

と考える．これら①②から得られた示唆をまとめれば，

上下分離の導入以前に，変動費レベルですら効率化が図

れていない事業者が少なく見積もっても 3割程度は存在

しており，こういった事業者が仮に上下分離したとして

も，経営改善には必ずしもつながらない可能性があるば

かりか，持続可能性の面で問題が起こりうることが推察

される． 

 

 

5. 災害リスクへの対応と事業者経営の問題 

 

 経営面のリスクが地方鉄道事業者には一定程度あるこ

とが理解され，しかも可変費レベルが効率化できていな

い事業者も少なくない現状が理解された．その上で，今

回九州はじめ各地で起こった災害リスクに対して事業者

経営との関係でどのような問題が起きるのかについて以

下考察を行う． 

 

(1) 地方鉄道事業者の災害リスクへの対応 

地方鉄道事業者の場合，先に述べた筆者の研究成果に

おける分析時期から 10 年経過しているとはいえ，経営

状況が改善されているとは考えにくく，むしろ人口減少
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や少子化などの影響で 10 年前よりは経営状況が悪化し

ていると考えるのが妥当であると考える．例えば，2000

年から 2006 年の間で 9 社が全線ないし部分廃止になっ

ていることはその証左である． 

この状況を考えると，上述した信楽高原鉄道の例（3

章参照）のように，上下分離したかどうかにかかわらず

復旧費用をどのように支出（補助）するかが課題となる． 

自然災害を受けた場合，とりわけ自身のような大規模災

害では，鉄道の復旧以前に住民の生活支援などが優先さ

れるため，誰が出すのか，どう準備するのか，は大きな

課題となる．自治体にも交通事業者にも人員的に余裕が

ない場合は，検討すら進められない状況が考えられる．

仮に進んだとしても，鉄道以外の他の交通モードとどう

バランスをとるかは考えねばならない．その意味で，再

構築事業において網計画策定を同時に行い，鉄道と他の

交通一体での財政支出計画を立てていくことは重要であ

ると考える． 

ただし，交通モードは鉄道だけとは限らない．輸送量

や今後の人口推移・財政状況を考えた際，本当に鉄道で

ないといけないのかは検討を行う必要があると考える．

その際，加藤 10)も指摘するように，代行バスの路線構築

は十分行動や生活圏などに配慮したものでなければ，

「バスになったので利用者が減った」という因果関係を

構築されやすい． 

さらに，鉄道を残す大義名分とともに，持続可能な形

態とは何かを検討する必要があると考える．現状，三陸

鉄道など公的な支援で復旧できている事例の多くは，公

共，とりわけ地方自治体が鉄道の維持に関して責任を負

い続けることが前提となっている．しかし，たとえば島

原鉄道の被災例では，同一区間で複数回の被災を受けた

ことから，鉄道軌道整備法の補助が 1回限りという制約

もあり適用できない事態に陥っている．第三セクター鉄

道や地方鉄道の多くは，旧国鉄や旧民鉄などの低規格の

設備を何とか補修しながら今日まで使用している状況が

ほとんどであり，災害に弱い区間も少なくない．災害の

予見可能性にもよるが，自然災害による被災については

今後も起きることをリスクマネジメント上は考える必要

があり，事業者の組織運営面でもそれに耐えうる体制を

とる必要はあると考える． 

採算性の面で（既存の民営事業者をの一部を除けば）

民営化というスキームは考えにくいが，例えば第三セク

ターなどの地域全体（自治体に限らないあらゆる主体を

含めた範囲）でのリスク分担を出資という形で募って運

営面で有効活用することや，包括行政組織としての都道

府県の意義をもう少し強化することも考えられる． 

4 章で述べたが，第三セクターは地方自治体中心での

出資であれば，経営リスクが直結するため効率化インセ

ンティブが働く可能性がある．また，財政面での依存形

態は好ましくないが，都道府県がリスクを負うという意

味での出資は，基礎自治体の財政基盤が弱いことや，自

治体間の利害関係を調整する上では不可欠である．現に，

活性化再生法の改正後は，都道府県の役割について重要

視しており，網計画でも都道府県が主導するケースが増

えつつある．場合によっては，高知県の土佐くろしお鉄

道のように，地域が異なる線区を都道府県が中心に束ね

て運営することでリスクに備えることも考えられてよい． 

 

(2) JR等大規模事業者の災害リスクへの対応 

 地方鉄道事業者の場合，鉄道軌道整備法 8条のスキー

ムが使えるケースが多く，その範囲を拡大するかどうか

の議論で三陸鉄道や南阿蘇鉄道のような特例が認められ

ることにより災害からの復旧を進めることができた．し

かし，法に記載の通り，黒字の事業者については適用さ

れないスキームであることが制約となり，JR 等大規模

事業者の被災時にどのように対応するかが課題である． 

JR 東日本の東日本大震災被災区間では，山田線の一

部区間は自社負担と国のスキームで三陸鉄道に移管する

ことを前提とした鉄路復旧を行うが，一方大船渡線では

鉄道による復旧を断念し，鉄道敷をバス専用道化して

BRT による代替を行った．この BRT は基本的に旧鉄道

を沿うが，一部は目的地施設への乗り入れや至近地への

バス停設置を行っており，運行本数の面も含め利便性が

鉄道より向上する状況もみられている．この事例は，バ

スでも路線を考えれば需要に見合った適正なネットワー

ク構築が可能ということの示唆になった．確かに仙台な

どの大都市には直通していないが，費用対効果，現状あ

る高速バスの活用なども含めれば，鉄道でなければ需要

をカバーできないと決めつけることはできないと考える． 

ただ，自然災害を受けて部分運休中の只見線は，大船渡

線よりもはるかに輸送量が少ないにもかかわらず，福島

県や自治体の意向で，財政支出を行って上下分離し維持

するという判断を採った．只見線についてはこれから復

旧工事に入ることもあり，そこまでして鉄道で復旧させ

ることでどのような効果があるのかは今後検証の必要が

あると考える． 

 では東日本の事例を踏まえて，JR 九州の被災事例の

復旧をどのように考えるべきか，以下考察する． 

JR 九州で現在自然災害により運休中の区間は，①久

大本線の日田－光岡間（どちらも大分県日田市），②日

田彦山線の夜明－添田間（大分県日田市，福岡県東峰

村・添田町），③豊肥本線の阿蘇－肥後大津間（熊本県

阿蘇市，南阿蘇村，大津町），の 3区間である． 

このうち，①は福岡から入る特急「ゆふいんの森」号

の通路でもあり，輸送密度も特急列車の直通需要と日田

市への通学需要等で支えられている．この区間は会社の

経営判断としても復旧が必要な区間であり，2018年 7月
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に復旧するため，ここでは扱わない． 

②は，途中に熊本県随一の観光地阿蘇を有し，大分と

熊本の観光需要やビジネス等の流動において，あるいは

阿蘇から熊本方面の通学において重要な区間である．た

だ，ビジネスの流動はそれほど大きくはなく，特急列車

の運行も（被災前）3ないし 4往復と両県を直通するバ

スよりも少なく，観光客をメインとした時間設定になっ

ている．こちらも①同様観光列車の通路（と通学需要）

としての機能を重要視して，営業戦略上復活させるべき

との判断を行っていると考えられる．実際，輸送密度で

は 1000人に満たない区間が直近 10年で地震を除いて 2

度も 1年近く運休しているにも関わらず復旧させたのは，

先にも述べた通り観光需要の重要性も鑑みたからである

と考えるのが妥当である．ただ，観光列車の需要だけで

なく地域需要の観点で復旧させるのであれば，地元もリ

スクに備え，あるいは何らかの負担を行うスキームを構

築しなければ，今後災害が起きた場合に対応できない可

能性がある．すでに，代行（並行）道路の方が先に整備

が進んでおり，また災害時に代行輸送機能を担ってもら

う並行交通機関（路線バスなど）は需要減でネットワー

クの寸断やサービスの縮退が起きていることも考えれば，

災害時の持続可能性の意味でリスクがあるといっても過

言ではないと考える． 

 ③は最も問題を抱えている区間である．すなわち，鉄

道の特性である大量輸送というメリットが生かせない区

間について，災害が起きた場合に経営も含めてどのよう

なリスク分担をしていくか，を考える必要があり，それ

が課題であるといえる．現在の代行バスも含めた輸送量

を見る限り，JR九州が 70億かかるといわれる復旧費用

を自社負担してまで復旧させる必然性は限りなく低いと

考える．この路線は，生活圏を大分県日田市方面に持つ

福岡県東峰村（筑前岩屋駅以南）と大分県日田市，そし

て田川市を生活圏に持つ福岡県添田町（彦山駅以北）で

生活圏が異なっており，両生活圏を超える流動は観光等

に期待するしかなく，それだけのための設備としてはあ

まりに過大であると考える．地方鉄道の中には，過去の

産炭地や貨物輸送などを行っていた経緯で生活圏の異な

る地域をつなぎ，車両運用上の都合などで直通列車を走

らせていることはあるが，本来の使命を終えている路線

を生活圏と輸送量を無視してまで公的支出で復旧・維持

し，今後も災害リスクを負うのはあまりにも負担が大き

いうえ，利害関係が一致せず過大な取引費用が発生する

可能性があると考える．仮に負担してでも復旧すると考

えるのであれば，どの区間を，どの期間で，どの範囲で

地域と事業者がリスク分担するかについて，鉄道の存続

ありきではなく議論したうえで復旧の判断をしない限り，

地域の財政にも大きな影響を与え，地域自体の持続可能

性に影響すると考える． 

 

(3) 九州の自然災害被災例からみた，経営リスクを踏

まえた地方鉄道の運営形態のあり方について 

以上の議論を踏まえて，九州の自然災害被災例からみ

た，経営リスクを踏まえた地方鉄道の運営形態のあり方

について試案をまとめる． 

a) 災害復旧のスキームについて 

これについて，第三セクターのような地方鉄道事業者

へは現行の鉄道軌道整備法制の特例（今後改正法になる

と考えられる）が適用される点で，事業者の経営リスク

への影響は軽減される．しかし，それはあくまで事業者

にとってであって，事業者を支える立場の地方自治体に

とっては鉄道事業の経営リスクが事業者から転嫁された

だけであると考えざるを得ない．そのため，今後自治体

が財政難になれば，そのタイミングで起きた災害には対

応できなくなる可能性があり，一気に持続可能性が問わ

れる事態を招きかねないと考える． 

そのため，試案として，変動費用の面で効率化の厳し

い（賄えない）事業者と効率化可能な事業者に分けて，

前者における特例適用の前に鉄道の持続可能性を客観的

指標から議論させて適用の可否は厳格に行うべきである

と考える．今回特例が適用された南阿蘇鉄道（・三陸鉄

道）については，特例の適用が本当に効果的だったのか

を，経営リスクの面と今後の災害対応リスクの面で検証

を行い，判断基準の構築や見直しに生かすべきと考える．  

一方，JR はじめ黒字事業者に対する補助スキームは，

現状の鉄道軌道整備法では存在しない．ただ，これらの

事業者も鉄道事業で黒字が出ているわけではなく，関連

事業等で出ているケースは少なくなく，内部補助して結

果的に企業経営を持続可能にしているだけである． 

この点で参考になるのは路線バスに対する補助のスキ

ームである．路線バスの補助も，過去は事業者が黒字の

場合補助を受けることができず，内部補助を行うか，分

社化して赤字事業者として補助を受けるということがあ

ったが，2002 年の規制緩和を境に補助を出すかどうか

の基準が会社単位から路線単位へ変わった経緯がある．

そこで試案として，この考えを応用して，路線単位の収

支で鉄道軌道整備法のスキームを使えるようにすれば，

災害リスクの対応も軽減でき，自治体も JR 含め鉄道の

維持に力を入れるとともに（同法が国と地方の協調補助

を前提としているため），リスク分担を共有化するスキ

ームができるようになると考える． 

日田彦山線の復旧会議（2018年 4月 4日第 1回開催）

における関係行政の意見を確認すると，大分県などが

（他の災害復旧工事と一体化した）費用軽減策を提示し

たものの，JR に負担させることがありきの議論（主

張）が展開されている 11)．JR 九州の黒字も関連事業で

得られたものであり，企業の経営判断として必要経費を
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そういう利益から出していることを考えると，それでも

出せないから地域との協議を行わざるを得なくなったこ

とは想像に難くない．これを路線単位・地域単位で協議

できるスキームに変えることで，地方にもリスク分担を

かけることが可能になり，復旧会議の発言のようなモラ

ルハザードを起こさせない面でも効果的な災害復旧スキ

ームになると考える． 

b) 運営形態のあり方について 

 リスク分担を考えた地方鉄道路線の運営のあり方につ

いても議論を加え，試案を提示する． 

事業者が十分な資力を持ち，災害に対するリスクも負

担可能であれば，運営形態をあえて別形態に変える必要

はない．ただ，今回議論が起きている線区（鉄道）では，

自治体又は事業者の一方又は双方が資力（経営リスク）

と災害対応リスクの面で対応が厳しい状況にある．こう

いった線区（鉄道）の持続可能性を考えるにあたっては，

どのような運営形態が災害リスク・経営リスクの面から

望ましいかも含めて検討が必要であると考える． 

JR 山田線の被災区間（釜石―宮古）の復旧について，

JR 東日本がある程度の費用負担や工事を行ったうえで，

第三セクターの三陸鉄道へ運営移管するというケースが

注目されている．しかし，私はこのパターンは特殊事例

として考えるべきだと考える．なぜなら，もともと同区

間を通じた車両の行き来などがあったことから車両運用

等で一体化の効果が得られる区間であり，生活圏が日田

彦山線のように全く異なるエリアではないこと，そして

出資者ももともと地元自治体であり（一部はすでに出

資）利害関係が一致する企業体であること，などの条件

が備わっているからである．この点で，土屋 12)の提案す

る日田彦山線の平成筑豊鉄道への移管提案は，仮に現出

資者ではない大分県の追加出資などを仰ぐとしても，利

害関係者の調整が困難になる経営リスクをはらんでおり，

生活圏の一致しない鉄道網の維持管理の大義名分になら

ないため，適切ではないと考える． 

自治体が経営リスクも含め責任を負う形態としては，

民間企業に補助金等でリスク分担する仕組みと，株主と

して出資する第三セクター形態が考えられる（他に公営

企業があるが，公営企業法の制約があるため地方での導

入は困難である）． 

前者は財政制約をどこまで見るかが制約条件になるが，

組織体自体の変革を行う必要はないため，それで問題が

なければわざわざ組織形態を変えないほうが取引費用の

節約等にも資する． 

一方後者は，利害関係者が増え，すなわち出資者数が

増えれば，4 章で紹介した筆者の分析結果にも示される

ように，利害関係の調整に取引費用が必要で，利害関係

の相違からエージェンシー問題が起きやすくなる可能性

もある．県が入って束ねるという方法もあるが，鉄道も

含め包括的な地域経営を行う組織（たとえば観光での

DMO など）に発展させる可能性はあるものの，経営・

災害のリスクを担いきれなくなる可能性もある．独立し

た複数の鉄道路線を包括的に管理する例としては高知県

の土佐くろしお鉄道があるが，同社の管理する 2路線の

収支管理は分けられており，管理面でのリスクを考えて

当時の認可官庁である国交省が路線ごとの会社設置に慎

重になったことの帰結である． 

ただ，市町村の人口規模が小さくなり，財政基盤が小

さくなっている現状では，ある程度の公的なリスク負

担・シェアとともに，スケールメリットを考慮せざるを

得ない．そのため，あくまで各鉄道の経営リスクや災害

リスク対応の面で問題がある場合に限って，例えば車両

整備や管理面などの共通化可能な部分と，リスク対応に

関する技術等の共有化といった，経営面・災害リスク発

生時の効率化に資する部分の統合を目的とするもの（た

とえば各鉄道路線の BCP を考えた統合）に限って土佐

くろしお鉄道のような形態に将来的に統合することは有

益であると考える（たとえば同一県内の三セク鉄道の管

理会社ないし運行会社を一本化）．そして，経営・災害

リスク分担まで統合化してシェアしていくには，そのリ

スク分担に関するエージェンシー問題（利害の不一致）

が解消できるような中立的な立場（たとえば都道府県）

の主導がなければ難しいと考えられる． 

現在，機材整備・故障時等のリスク管理の観点と，持

続可能性（効率化）の観点から，地域航空会社（リージ

ョナルエアライン）の統合の議論がなされているが，鉄

道での組織統合においてもこれと同じ考え方で進めるべ

きであると考える． 

 

6. まとめにかえて 

 

本稿では，熊本地震・九州北部豪雨における鉄道網維

持の課題発生という点に問題意識を持ち，自然災害リス

クと経営リスクの面から，地方鉄道の維持や経営に関す

る問題点を整理し，望ましい組織形態（運営形態）の試

案を提示した． 

まとめると，鉄道も含め包括的な地域経営を行う組織

（たとえば観光での DMOなど）に発展させるという観

点も視野に，車両整備や管理面などの共通化可能な部分

と，リスク対応に関する技術等の共有化といった経営

面・災害リスク発生時の効率化に資する部分の統合を目

的とするもの（たとえば各鉄道路線の BCP を考えた統

合）に限って，第三セクターのような共同出資による経

営・災害リスク分散組織形態による維持のスキームを作

ることが，最善解ではないにしろ次善の解としては検討

に値すると考える．そして，リスク分担に関するエージ

ェンシー問題（利害の不一致）解消の観点から中立的な
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立場（たとえば都道府県）の主導が必要であると考える．

また，鉄道軌道整備法の特例による公費に過度に依存し

た復旧は慎重になるべきであり，むしろ JR も含め黒字

事業者も線区別で収支管理を行いその収支判断で同法の

災害復旧補助スキームを使えるようにすることはすぐに

でも取り組むべき制度改正であると考える．また，可変

費ベースでの最適化にも程遠い（可変費すら回収できな

いような）事業者については，安易に同報での復旧とい

うスキームを使い鉄道を存続させることは将来的に地域

に経営・災害リスクを負わせることになり適切とは言え

ず，同法の適用も含め災害・経営リスクを負担できるか

どうかを慎重に判断するスキームの構築を行ったうえで，

「鉄道の存続ありき」ではないところから地域での議論

を喚起していくべきと考える． 

 本稿の提案には，もう少し数値的に精緻化すべき内容

も含まれている．例えば，鉄道事業の適正規模は

Mizutani
9)では計測されているが，この研究は民営事業者

全体の分析であって地方鉄道に特化したものではなく，

第三セクターは含まれていない．今後の研究ではそうい

ったデータ分析をもとに提案を行う必要がある． 
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RESEARCH ON THE RURAL RAILWAY COMPANIES’ MANAGEMENT 

 FROM THE VIEWPOINT OF RISK MANAGEMENT  

FOR NATURAL DISASTER AND OPERATION 

 

Hisashi OOI 

 
There are many cases where natural disasters and business management risks interfere with the opera-

tion of railway operations nationwide. Recent natural disasters and the business risk of business operators 

are spurring such problems. In this research, I surveyed these problems mainly in cases in Kyushu etc., 

and also considered this problem with interpretation of my research. From the viewpoint of the author, 

even if we take management remedy measures such as separation between operation and infrastructure 

management, because even variable cost can not be made more efficient, there are a certain number of 

railway companies which have difficulty in continuing business, and the burden of post- Doing so may 

not lead to improvement of already existing management risk, suggesting the need to judge whether to 

continue the railway continuing line from the viewpoint of management risk at the time of disaster. 
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